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１．基本方針等 

(1) 目的 

本計画は、大規模災害の発生において、入所・利用者、職員及びその家族の安

全を確保しながら法人の事業を適切に継続・運営することを目的とする。 

 

(2) 適用範囲 

本計画は、特別養護老人ホームしあわせの家・ショートステイしあわせの家・

デイサービスセンターしあわせの家・居宅介護支援事業所しあわせの家に対し

て適用する。 

 

(3) 基本方針 

当法人は、以下の基本方針に基づき、事業継続対応を行う。 

基本方針 

人命の安全（入所・利用者及び職員等） 

・入所・利用者及び職員とその家族および関係者（取引先・来訪者等）の安全確保を最優

先する。 

 

社会的な供給責任 

・災害等緊急事態の発生時においても社会的に必要とされる物資の供給を目指す。 

法人の経営維持 

・介護老人福祉施設及び短期入所生活介護、デイサービスセンター、居宅介護支援事業

所の入所・利用者の生活を優先し経営を維持する。 

地域等との協調 

・地域の一員として、地域住民や周辺自治体との協調に努める。 

・ボランティアの派遣・受け入れ等、また救助品等の配分、供給に努める。 

二次災害の防止 

・火災・爆発等二次災害の発生を防止し、地域への被害拡大を防ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

２．危機管理体制 

(1) 危機管理体制の整備 

理事長は、大規模な危機等が発生したときには、危機管理対策本部を設置する。 

危機管理対策本部 

構成：対策本部長・対策副本部長・危機管理委員 

内容 

・当法人における調整機能の確保 

・当該事業所と協力し、関係者の安否の確認 

・当該事業所と協力し、関係者の避難、救助 

・各事業所との連絡システムを確保し、電気、ガス、・水道、電話の等のライフライ 

ンの確保及び早期復旧 

・外部機関等へ人材の派遣、医療、救護、救援物資の提供等の援助に係る協力依頼 

・当該事業所と協力し、被害等に関する情報の取集及び伝達及び関係機関への報告 

・当該事業所と連携・協力し、県・市町・その他関係機関との連絡調整 

・理事会・評議員会との連絡・調整 

・その他災害等への対応に関し必要な事項 

 

※危機管理対策本部に、対策本部長を置く 

対策本部長は理事長をもって充て、危機管理対策本部の総括を行う。 

 

※危機管理対策本部に、対策副本部長を置く 

対策副本部長は施設長を充て、対策本部長を補佐し、対策本部長が、不在、事故

等にあった場合は、その職務を代行する。 

 

※危機管理対策本部に、危機管理委員を置く 

危機管理委員は、事務長、副施設長、主任(相談援助部、１階介護部、２階介護

部、看護部、デイサービスセンター)を充てる。 
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 (2) 担当と役割 

危機管理対策本部各担当の役割と担当者･担当部署は以下のとおりとする。 

対策本部の実施項目 
担当者 代行者 

分類 主な項目 

事業所

内支援

活動 

【総務関連】 

□備蓄品(非常食･生活用品)の配布 

□対策本部員･応援要員の支援(食事、宿泊

等) 

□建物･備品等の被害状況の確認 

□電気、ガス、水道、電話の等のライフライン

の確保及び早期復旧 

対策副本部長、

危機管理委員

(事務長、副施

設長、主任) 

事務所職員 

【人事関連】 

□職員及びその家族の安否確認 

□医療機関･保健所等との対応 

□理事･監事･評議員への連絡･報告 

対策副本部長、

危機管理委員

(事務長、副施

設長) 

事務所職員 

【情報システム関連】 

□各事業所との連絡システムの確保 

□情報システム環境の整備(ほのぼの NEXT等) 

□通信連絡手段の確保 

対策副本部長、

危機管理委員

(事務長、副施

設長、主任) 

事務所職員 

業務運

営活動 

【事業継続関連】 

□入所･利用者等関係者の安否確認 

□入所･利用者等関係者の避難･救助安否確認 

□重要業務の復旧･休止指示 

□重要業務の継続および休止等の対応支援･

指示 

対策副本部長、

危機管理委員

(事務長、副施

設長、主任) 

介護職員 

居宅職員 

法人外

連携 

活動 

【情報収集･調整関連】 

□地域の被害状況確認 

□県･各市町･業界団体、地域との調整 

□法人外への情報発信(災害伝言ダイヤル等) 

□ボランティア等の受け入れ 

対策副本部長、

危機管理委員

(事務長、副施

設長、) 

事務所職員 

【広報関連】 

□マスコミ等への情報発信 

□外部関係機関等からの問合せ対応 

対策副本部長、

危機管理委員

(事務長、副施

設長、) 

事務所職員 
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３．重要業務 

(1) 重要業務 

災害発生時においても、優先的に継続もしくは復旧させる業務を以下の観点から選定

する。 

•利用者の生命を第一に考える  

•入所施設及び夜間支援サービスを行っている事業を優先する。 

 

【重要業務一覧】 

サービス名 業務名 

特別養護老人ホーム 

短期入所生活介護 

デイサービスセンター 

居宅介護支援 

① 利用者への食事の提供、補水 

② 利用者への清潔保持、衛生管理、看護、介助、支援 

③ 利用者への心のケア 

④ 利用者への居住スペースの提供 

※ 居宅介護支援については、特別に支援を必要とする利用者 

※ 入浴、その他余暇活動等の提供に関しては、状況が整い次第サービスの提供を行う。 

 

(2) ＢＣＰ発動時の対応方針 

・ＢＣＰを発動した際は、重要業務を、優先的に継続もしくは復旧させるために、他の業

務に従事している職員や必要な資材･資金等を、適宜重要業務に振り分ける。 

 

 

４．教育・訓練 

・ＢＣＰの概要や重要性について法人内に周知させるため、定期的に職員に教育を実施す

る。また本ＢＣＰに示す対応を法人内に根付かせ、ＢＣＰの実効性を向上させるため、

定期的に訓練を実施する。 

・防災士育成のための研修会等への参加 

 

５．ＢＣＰの見直し 

・ＢＣＰの実効性を維持するため、定期的にＢＣＰ全体にわたる見直しを実施する。併せ

て、教育・訓練の結果や組織変更等によってＢＣＰを見直す必要が出た際にも、随時Ｂ

ＣＰの見直し・修正を実施する。 
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１．被害想定 

(1) 想定する災害 

震度 6弱以上の地震を想定する。 

 

(2) 想定される被害状況 

上記地震が発生した場合の被害状況を、以下のとおり想定する。 

＜ 周辺の被害状況 ＞ 

項目 想定される被害内容 

電気 ●発災から 3日間程度停電する。 

上下水道 ●発災から 2週間程度停止する。 

ガス ●発災から 1ヵ月程度停止する。 

情報通信 

(固定電話、インターネ

ット) 

【固定電話】 

●通信規制のため、1 週

間程度はつながりにく

くなる。 

【インターネット】 

●停電やケーブル断線のため、1

週間程度使用できない。 

情報通信 

(形態電話:通話･メール

機能) 

【通話機能】 

●地震発生から、1 週間

程度はつながりにくく

なる。 

【メール機能】 

●遅配するものの当日から使用

できる。 

道路 

●高速道路や一部幹線道路は、緊急輸送車両以外の通行が

禁止され、被害の少ない地域から叙々に一般車両の通行が

再開する。 

●その他の道路では、車両の混雑の影響で渋滞が発生する。 

鉄道 
●3日間程度は鉄道の運行が完全に停止し、被害状況の確認

後被害の少ない地域から順次運行が再開される。 

物流 ●緊急輸送物資以外の輸送は困難な状況が続く。 

燃料 
●ガソリンスタンドの営業停止や輸送能力の低下により、

燃料が不足する。 

＜法人の被害状況＞ 

項目 想定される被害内容 

入所･利用者 
●設備･什器類の移動･転倒や、耐震性の低い建物の大破･倒

壊等によって、一部の入所･利用者が負傷する。 

職員 

●設備･什器類の移動･転倒や、耐震性の低い建物の大破･倒

壊等によって、一部の職員が負傷する。 

●交通機関の停止や職員および職員家族の負傷により、一

部の職員の出勤ができなくなる。 
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建物 

(壁、柱、床、梁、屋根、

階段等) 

●耐震性の低い建物に、大破･倒壊等の大きな被害が発生す

る。 

●建物自体が被害を受けなくても、天井の一部が落下した

り、蛍光灯・窓ガラスの一部が落下･飛散する被害が発生す

る。 

●地盤が液状化した場合、建物に傾斜等の被害が発生する。 

設備･什器類 

(製造設備、PC、ｺﾋﾟｰ機、

ﾗｯｸ等) 

●固定していない設備・什器類が移動・転倒する。 

●公用車等、使用不可(破損等) 

情報･データ 
●未固定の基幹システムやサーバーが転倒･損壊する。 

●バックアップを取っていないデータが失われる。 

資金 

●事業が停止した場合、収益が減少する。 

●建物･設備等の被災により、修繕・再彫琢費用等が発生す

る。 

 

２．地震直後の初動対応                               

(1) 危機管理対策本部の設置 

以下の事態が発生した場合に、危機管理対策本部を設置する。 

･拠点で震度 6弱以上の地震が発生した場合 

･対策本部長(理事長)が緊急に対応する必要があると認めた場合 

(危機管理対策本部設置後の職員の初動対応) 

･職員において、通信機器等が使用できない場合は、24 時間以内に当該事業所に出勤

し安否確認を行う。 

危機管理対策本部が立ち上がると、危機管理対策本部要員は事業所被害状況･利用者･

職員の安否確認等が取れ次第、自動的に参集する。なお、就業時間外に発災した場合

も同様とする。 

(危機管理対策本部設置後の初動対応) 

 

･危機管理対策本部要員は、対策本部長、対策副本部長、危機管理委員(事務長、副施

設長、主任(相談援助部、１階介護部、２階介護部、看護部、デイサービスセンター))

とする。 

 

･通信機器等が使用不可能な場合においては、危機管理対策本部への連絡･報告手段を

確保するとともに、地震発生から概ね２時間以内には危機管理対策本部要員を派遣す

る。 

 

危機管理対策本部は、原則本館１階会議室に置くこととする。 
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(2)初動対応 

地震発生時における初動対応を以下のとおり定める。 

項目 対応内容 

安否確認 

●入所･利用者の安否を確認する。 

●職員とその家族の安否を確認する。 

  ･安否確認手段：電話･メール･災害伝言ダイヤル 171 

上記で安否確認がとれない場合は施設より該当職員へ

可能な限りの方法で連絡し確認する。 

入所･利用者、職

員の帰宅/残留

支援 

～入所･利用者～ 

●原則として安全が確認されるまで待機とする。帰宅の判断は下記の判断

基準を参考に指示する。 

･判断基準：交通機関の復旧・幹線道路等の混雑状況の緩和が図られ安

全に帰宅できるようになった場合。 

：家族に直接引き継げる場合。 

●通所利用者に対して帰宅支援を行う。 

･支援内容：自宅までの送迎 

●事業所へ残留する入所･利用者に対して支援を行う。 

･支援内容：居住スペース･医薬品･寝具･水･食料等の提供 

～職員～ 

●原則として安全が確認されるまで待機とする。帰宅の判断は下記の判断

基準を参考に指示する。 

･判断基準：交通機関の復旧・幹線道路等の混雑状況の緩和が図られ安

全に帰宅できるようになった場合。 

●事業所へ残留する職員に対して支援を行う。 

･支援内容：水･食料等･備蓄品･医薬品等の提供 

●受入の判断を実施し、受け入れる場合は支援を行う。 

被害状況の確認 
●拠点内の被害状況を確認する。 

･確認内容：建物･水･ガス･電気･電話 

二次災害の防止

措置 

●二次災害発生の恐れのある箇所に対して、二次災害の防止措置を施す。 

･防止措置：火災による消火活動･余震、降雨等による水害、土砂災害等

の危険箇所の点検･ガス等の供給コックやバルブの閉鎖、建

物被害の修繕 

被害情報の収集 

●地震関連情報を収集する。 

･確認事項：公共放送･インターネット･無線電話･最寄りの消防署･警察

署による情報収集 

●(各事業所の被災が複数ある場合)被害状況を確認･集約する。 

●(取引先が被災地に所在する場合)取引先の被害状況を確認する。 

対外的な情報発

信 

●各関係機関等へ被害状況について連絡する。 

･連絡手段：電話･メール･無線電話･自動車･徒歩等により連絡 
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３．事業継続対応 

(1) ＢＣＰの発動基準 

ＢＣＰの発動および解除は対策本部長が指示する。 

段階 発動基準 

ＢＣＰ発動 

以下の指標を総合的に勘案して、事業の継続に著しい影響があると

判断される場合 

●交通網の寸断や職員の負傷等による出勤可能な職員の不足 

●法人所有建物や設備等の被害状況 

●電気･上下水道･ガス･通信等の重要インフラの途絶 

●食糧等の状況 

ＢＣＰ解除 
上記指標等の障害が回復し、事業への支障が解消されたと判断され

る場合 

 

 

(2) 目標復旧時間と目標復旧レベル 

大規模災害（危機）発生時における継続・早期復旧すべき事業とそれらの目標復

旧時間を法人全体分で以下のように定める。また、目標復旧時間は、A(1週間以

内)・B(2週間以内)に区分する。 

（表１） 

事業所名 目標復旧時間 

特別養護老人ホームしあわせの家 Ａ 

ショートステイしあわせの家 Ａ 

デイサービスセンターしあわせの家 Ｂ 

居宅介護支援事業所しあわせの家 Ｂ 

 

 

(3) 事業継続のための方針 

イ.重要施設被災時の事業継続戦略を以下のとおりとする。(入所施設) 

●特別養護老人ホームしあわせの家・ショートステイしあわせの家 

事業継続戦略 対応内容 

①  現地復旧 

□被災拠点を復旧する。 

※建物の倒壊若しくは、倒壊の恐れのあるも

のは除く。 

② 避難場所 豊岡公民館・豊岡小学校 

※現地復旧とは、ライフラインの復旧、建物等被害個所の復旧を行う。 
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ロ.通所事業再開に関して必要な経営資源は以下のとおりとする。 

●デイサービスセンターしあわせの家 

必要な経営資源 必要な経営資源の詳細 

職員 介護職員２人以上、看護職員１人以上 

施設 日中活動が行えるスペース等の確保 

設備 冷蔵庫・調理台等業務に必要なもの 

備品・消耗品 食材、食器、テーブル、椅子、遊具等 

ライフライン 電気、ガス、水道、道路整備 

情報 緊急時の連絡が行えられるように固定電話の

復旧 

送迎車両 送迎車両及び燃料など 

 

 

ハ.居宅介護支援事業再開に関して必要な経営資源は以下のとおりとする。 

●居宅介護支援事業所しあわせの家 

必要な経営資源 必要な経営資源の詳細 

職員 介護支援専門員１人以上 

施設 机と椅子が置けるスペース 

設備 机、椅子、ＰＣ、プリンター等 

備品・消耗品 食材、食器、机、椅子、用紙、筆記用具等 

ライフライン 電気、ガス、水道、道路整備 

情報 緊急時の連絡が行えられるように固定･携帯

電話の復旧 

移動車両 送迎車両及び燃料など 
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４．地震発生後の対応の流れ 

大規模地震発生後における、初動対応から事業継続対応に至るまでの流れを以

下に示す。 

 

      

○危機管理対策本部の立上げ 

予め定めていた事態が発生した場合に、危機管理対策本部を立ち

上げる。 

 

○利用児・者及び職員の安否確認 

予め定めておいた手段等によって入所･利用者及び職員とその家

族の安否を確認する。 

 

○二次災害の防止 

二次災害発生の恐れのある箇所に対して、二次災害の発生防止措

置を施す。 

 

○被害状況の把握 

事業所の被害確認およびインフラ等の被害状況や地震関連情報を

収集する。 

 

○対外的な情報発信 

関係機関等への被害状況について第一報を発信し、その後も継続

的に情報を発信する。 

 

○ＢＣＰの発動判断 

ＢＣＰの発動について判断する。 

                          発動する場合 

○重要業務の優先的な供給・実施 

重要業務を継続もしくは早期に復旧させるため、経営資源を重点

的に振り分ける。 

 

○ＢＣＰの解除 

通常の業務体制に戻す。 

 

 

 

初動

対応 

地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

事業

継続

対応 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業継続計画書（感染症編） 
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１．感染想定 

(1) 想定する感染症 

  ①新型コロナウイルス感染症 

  ②インフルエンザ 

  ③ノロウイルス 等 

 

２．感染症発生直後の初動対応                               

(1) 危機管理対策本部の設置 

以下の事態が発生した場合に、危機管理対策本部を設置する。 

●新型コロナウイルス感染症の陽性者が職員又は利用者に発生した場合 

●インフルエンザ・ノロウイルス等の感染症が集団発生した場合 

 ※集団発生とは公的機関に報告義務が発生した場合 

●対策本部長(理事長)が緊急に対応する必要があると認めた場合 

●危機管理対策本部要員は、対策本部長（理事長）、対策副本部長（本部長）、危機管

理委員(事務長、副施設長、主任(特養相談援助部・短期相談援助部・１階介護部・２

階介護部・看護部・デイサービスセンター))とする。 

※対策本部長が対応できない場合は対策副本部長が代理として全指揮を行う。 

※危機管理対策本部は、原則本館１階会議室に置くこととする。 

(2)初動対応 

感染症発生時における初動対応を以下のとおり定める。 

項目 対応内容 担当 

家族連絡 

●契約者へ電話連絡 相談援助部 

介護支援専門員 

 

関係機関へ連絡 

●下記関係機関に電話連絡し状況を伝える 

①東予地方局（地域福祉課・保健所） 

②四国中央市高齢介護課 

③地域包括支援センター 

④産業医（三好 Dr） 

⑤配置医師（田所 Dr・福田 Dr・岸田 Dr・白石 Dr） 

⑥協力病院（HITO 病院・四国中央病院・豊岡台病院） 

⑦協力歯科（うわたきファミリー歯科） 

⑧委託業者（富士産業・シルバー人材センター・総合開発・ジョブア

シスト・office K・エイトワン） 

⑨市内居宅介護支援事業所 

⑩地域住民 

⑪取引業者 

事務長 

①⑧ 

副施設長 

②③⑩⑪ 

相談援助部 

⑨ 

看護部 

④⑤⑥⑦ 

 

職員連絡 
●全職員・施設関係者連絡 事務長 

介護部 
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情報公開 
●上記関係機関への連絡完了次第ホームページにて公開 

 ※行政と連携し対応する。 

副施設長 

環境整備 

●施設で定めるマニュアルに従いゾーニングを行う。 

 ※行政と連携し対応する。 

 

副施設長 

具体的なケアの

方法 

●施設で定めるマニュアルに従い実践する。 

※行政と連携し対応する。 

副施設長 

介護部 

 

３．事業継続対応 

(1) ＢＣＰの発動基準 

ＢＣＰの発動および解除は対策本部長が指示する。 

段階 発動基準 

ＢＣＰ発動 

以下の指標を総合的に勘案して、事業の継続に著しい影響があると

判断される場合 

●感染症の蔓延状況 

 ※新型コロナウイルス感染症に関しては感染者を確認次第 

●サービス提供体制（人員配置等）状況 

●入所者・利用者・職員の安全確保状況 

ＢＣＰ解除 
上記指標等の障害が回復し、事業への支障が解消されたと判断され

る場合 

 

 

(2) 目標復旧時間と目標復旧レベル 

感染症発生時における継続・早期復旧すべき事業とそれらの目標復旧時間を法

人全体分で以下のように定める。また、目標復旧時間は、Ａ(2週間以内)・Ｂ(被

災事業所職員が全て復帰)に区分する。 

（表１） 

事業所名 目標復旧時間 

特別養護老人ホームしあわせの家 Ａ 

ショートステイしあわせの家 Ｂ 

デイサービスセンターしあわせの家 Ｂ 

居宅介護支援事業所しあわせの家 Ｂ 

 

(3) 事業継続のための方針 

感染症発生時の事業継続戦略を以下の通りとする。    

【 事業継続戦略 】    

① 環境整備 

イ．感染拡大を防ぐためのゾーニングの実施  

ロ．サービスの質の確保  
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②体制整備 

イ．職員体制の整備（法人内事業所間で協力体制をとる） 

ロ．食事提供の確保（富士産業との連携） 

ハ．必要物資の確保（在庫管理） 

ニ．関係機関（行政・保健所）との連携 

  

 

【新型コロナウイルスの場合】 

①検査の結果、新型コロナウイルス感染症と診断された入所者（利用者）及び職

員が発生した場合 

イ．特別養護老人ホームしあわせの家・ショートステイしあわせの家 

●入所者（利用者）並びに職員への対応は、保健所の指示に基づき次のとおりに

行う。 

➢ 感染または濃厚接触が疑われる方については、１４日間にわたり健康状態を

観察する。 

➢ 状況に応じてショートステイを中止し、ロング利用の方は利用者及び家族の

意向を確認して、特養入所者と同じ扱いとする。 

➢ Ｅグループを閉鎖し、Ｅグループ入所者（利用者）を他グループに移動する。 

➢ 発生グループがＥグループ以外の場合、居室消毒を保健所指導のもとに行い、

当該入所者（利用者）はＥグループ南側個室に移動する。 

➢ 感染または濃厚接触が疑われる方については、原則としてＥグループ北側個

室に移動する。 

➢ 居室のかいがん１－１を着替え手洗いや必要物品保管庫とする。パーテーシ

ョンは１－１と１－２の間とする。 

➢ 個室が足りない場合は、症状のない感染が疑われる方と濃厚接触が疑われる

方を同室とする。 

➢ 感染または濃厚接触が疑われる方が部屋から出る場合は、マスクを着用し、

手洗い、アルコール消毒による手指衛生を徹底する。 

➢ 感染者並びに感染または濃厚接触が疑われる方とその他の方の介護にあた

っては、可能な限り担当職員を分けて対応する。 

➢ 職員のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化する可

能性が高いため、勤務上の配慮を行う。 

➢ 感染者及び感染または濃厚接触が疑われる方の居室は、１～２時間ごとに５

～１０分間の換気を行う。また、共有スペースや他の居室についても窓を開

け換気を行う。 

➢ 職員は使い捨て手袋とマスク、使い捨てエプロン、フェイスシールドを着用

する。 

➢ 感染者並びに感染または濃厚接触が疑われる方には、それぞれ専用の体温計

等の器具を原則使用する。 

➢ 「１ケア１手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。ケアの開始時と終
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了時には、（液体）石けんと流水による手洗いと消毒用エタノールによる手

指消毒を行う。なお、手指消毒の前に顔（目・鼻・口）に触れないよう注意

する。 

➢ 感染者が発生した時点で、グループ間を行きかうリハビリテーションは中止

する。 

➢ やむを得ず感染者が屋外へ出る場合には、Ｅグループ東側のドアを使用する。 

➢ 共用スペース等の掃除をする際は、使い捨て手袋とマスク、使い捨てエプロ

ン、フェイスシールドを着用し、消毒用エタノールで清拭する。または次亜

塩素酸ナトリウム液（０．０５％）で清拭後、湿式清掃し乾燥させる。 

➢ トイレのドアノブや取っ手等は、消毒用エタノールで清拭する。または次亜

塩素酸ナトリウム液（０．０５％）で清拭後、水拭きし乾燥させる。ただし、

保健所の指示がある場合はその指示に従う。 

    

ロ．デイサービスセンターしあわせの家 

●利用者並びに職員への対応は、保健所の指示に基づき次のとおりに行う。 

➢ デイサービスセンターにおいて感染者及び感染または濃厚接触が疑われる

方が発生した場合、２週間営業を停止するとともに、利用者並びにご家族に

対して発生状況等の説明を丁寧に行う。なお、営業再開時には利用者の健康

状態及び営業停止期間中における日常生活の様子を確認する。 

➢ 特別養護老人ホームしあわせの家において感染者及び濃厚接触が疑われる

方が発生した場合には、状況に応じて２週間営業を停止するとともに、利用

者並びにご家族に対して発生状況等の説明を丁寧に行う。なお、営業再開時

には利用者の健康状態及び営業停止期間中における日常生活の様子を確認

する。 

➢ 営業停止期間中、デイサービス職員は管理者の指示のもと他事業所の手伝い

等の業務を行う。 

 

ハ.居宅介護支援事業所しあわせの家 

●利用者並びに職員への対応は、保健所の指示に基づき次のとおりに行う。 

➢ 居宅介護支援事業所において感染者及び感染または濃厚接触が疑われる方

が発生した場合、２週間営業を停止するとともに、利用者並びにご家族に対

して発生状況等の説明を丁寧に行う。なお、営業再開時には利用者の健康状

態及び営業停止期間中における日常生活の様子を確認する。 

➢ 特別養護老人ホームしあわせの家において感染者及び濃厚接触が疑われる

方が発生した場合には、状況に応じて２週間営業を停止するとともに、利用

者並びにご家族に対して発生状況等の説明を丁寧に行う。なお、営業再開時

には利用者の健康状態及び営業停止期間中における日常生活の様子を確認

する。 

➢ 営業停止期間中、居宅介護支援事業所職員は管理者の指示のもと居宅サービ

ス業務を行い、可能な限り利用者のサービスの提供に支障がないようにする。 
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４．感染症発生後の対応の流れ 

感染症発生後における、初動対応から事業継続対応に至るまでの流れを以下に

示す。 

 

      

○危機管理対策本部の立上げ 

予め定めていた事態が発生した場合に、危機管理対策本部を立ち

上げる。 

 

〇行政（市役所・東予地方局・保健所）へ連絡 

行政に対し、発生状況を報告し連携をはかる。 

 

○家族・全職員へ連絡 

予め定めておいた手段によって、入所者・契約者・全職員へ発生

状況を報告する。 

 

○関係機関へ連絡及び情報公開 

連携が必要な関係機関に対し、発生状況を報告後、ホームページ

を通じて情報を公表する。 

 

○環境整備 

予め定めておいたゾーニングの方法に基づいて環境整備を行う。 

※保健所と連携をはかる。 

 

〇体制の整備と具体的なケアの実践 

状況に応じて整備した体制によって、予め定めておいた具体的な

ケアを実践する。 

                          

○ＢＣＰの発動判断 

ＢＣＰの発動について判断する。 

 

○重要業務の優先的な供給・実施 

重要業務を継続もしくは早期に復旧させるため、経営資源を重点

的に振り分ける。 

 

 

 

○ＢＣＰの解除 

通常の業務体制に戻す。 

初動

対応 

感染症発生 

 

 

 

 

 

 

 

事業

継続

対応 

 


